
特別条項付き時間外労働に関する労使協定において定める特別延長時間別の法定時間外労働の実績

○１年について（一般労働者）（最長の者）

360時間以下 360時間超

計
100時
間以
下

100時
間超
150時
間以
下

150時
間超
200時
間以
下

200時
間超
250時
間以
下

250時
間超
300時
間以
下

300時
間超
330時
間以
下

330時
間超
360時
間以
下

360時
間超
400時
間以
下

400時
間超
500時
間以
下

500時
間超
600時
間以
下

600時
間超
800時
間以
下

800時
間超
1000
時間
以下

1000
時間
超

平均
（時
間:
分)

合計 100.0 63.3 20.5 6.2 8.1 8.9 8.3 5.1 6.1 5.9 14.9 6.5 7.1 1.0 1.3 311:34

360時間超400時間以下 (1.4) 81.6 11.8 5.0 9.6 12.1 28.3 5.7 9.2 2.1 8.6 6.8 0.8 - 0.1 276:51

400時間超500時間以下 (16.9) 76.5 25.4 11.7 12.4 16.2 4.4 1.6 4.8 3.1 17.0 0.9 1.8 0.1 0.6 228:54

500時間超600時間以下 (19.7) 70.4 25.7 6.1 5.5 9.7 10.5 6.3 6.4 4.4 12.3 7.5 3.5 0.9 1.0 279:40

600時間超800時間以下 (42.9) 54.8 18.1 6.1 7.4 6.4 6.3 5.1 5.5 8.6 14.1 8.4 10.4 1.6 2.1 351:44

800時間超1000時間以下 (13.8) 57.8 5.8 1.1 9.4 9.1 13.4 8.3 10.7 5.0 19.0 6.5 10.8 0.5 0.5 366:26

1000時間超 (1.2) 16.6 4.4 1.1 0.6 - 9.9 0.2 0.4 2.6 53.1 21.1 1.5 1.2 3.9 467:31

事業場割合（％）

　　 法定時間外労働の実績

１年の特別延長時間

注１）括弧内の数値は、特別条項付き時間外労働に関する労使協定において１年の特別延長時間の定めがある事業場の１年の特別延長時間別の事
業場割合を示す（「平成25年度労働時間等総合実態調査結果」表19）
注２）１年の特別延長時間について「360時間以下」の事業場もあるが極めて少数（定めがあるうちの4.1％）であるため、割愛した。

○ 特別条項付三六協定で定める特別延長時間が長いほど、時間外労働の実績（平均時間） 
  も長くなっている。 
○ 特別条項付三六協定で定める特別延長時間と比べれば、時間外労働の実績が、短い 
 事業場が多くなっている。 

平成25年11月18日 
第105回労働政策審
議会労働条件分科会
配付資料を加工した
もの 
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特別条項付き時間外労働に関する労使協定において定める特別延長時間別の法定時間外労働の実績

○１年について（一般労働者）（平均的な者）

360時間以下 360時間超

計
100時
間以
下

100時
間超
150時
間以
下

150時
間超
200時
間以
下

200時
間超
250時
間以
下

250時
間超
300時
間以
下

300時
間超
330時
間以
下

330時
間超
360時
間以
下

360時
間超
400時
間以
下

400時
間超
500時
間以
下

500時
間超
600時
間以
下

600時
間超
800時
間以
下

800時
間超
1000
時間
以下

1000
時間
超

平均
（時
間:
分)

合計 100.0 88.7 43.5 11.3 10.4 9.2 7.0 3.2 4.1 2.3 3.5 3.6 1.6 0.2 0.1 165:21

360時間超400時間以下 (1.4) 100.0 43.7 19.5 2.8 0.8 33.2 - - - - - - - - 142:41

400時間超500時間以下 (16.9) 98.2 54.0 18.0 7.1 9.6 2.1 2.6 4.8 1.0 0.8 0.0 0.0 0.0 - 110:08

500時間超600時間以下 (19.7) 91.2 54.3 8.5 9.7 8.8 5.4 2.2 2.4 1.4 2.8 4.0 0.4 0.0 0.2 133:00

600時間超800時間以下 (42.9) 86.0 40.1 9.7 12.9 9.2 7.4 2.5 4.3 2.4 3.6 6.5 1.2 0.3 - 180:38

800時間超1000時間以下 (13.8) 83.7 22.2 10.9 10.2 11.6 13.5 8.5 6.8 5.5 3.4 0.5 6.6 0.0 0.2 236:55

1000時間超 (1.2) 35.4 11.5 4.5 9.1 6.2 1.7 2.3 0.0 3.7 56.2 0.7 0.7 3.4 - 342:51

　　 法定時間外労働の実績

１年の特別延長時間

注１）括弧内の数値は、特別条項付き時間外労働に関する労使協定において１年の特別延長時間の定めがある事業場の１年の特別延長時間別の事業場割合
を示す（「平成25年度労働時間等総合実態調査結果」表19）
注２）１年の特別延長時間について「360時間以下」の事業場もあるが極めて少数（定めがあるうちの4.1％）であるため、割愛した。

事業場割合（％）

平成25年11月18日 
第105回労働政策審議
会労働条件分科会配付
資料を加工したもの 
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（資料出所） 厚生労働省｢就労条件総合調査｣（平成１１年以前は「賃金労働時間制度等総合調査」による） 
（注） １）  「対象労働者」は「常用労働者」から「パートタイム労働者」を除いた労働者である。 
    ２）  「付与日数」には、繰越日数を含まない。「取得率」は、全取得日数／全付与日数×１００（％）である。 
    ３）   平成18年以前の調査対象：「本社の常用労働者が30人以上の民営企業」→平成19年以降の調査対象：「常用労働者が30人以上の民営企業」 

年 

取
得
率

 

日 

年次有給休暇の取得率については、近年５割を下回る水準で推移している。 
なお、平成24年は前年に比べ取得日数は0.4日、取得率は2.2ポイント低下した。 

年次有給休暇の取得率等の推移 平成25年12月17日 
第106回労働政策審議会 
労働条件分科会配付資
料を加工したもの 
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産業別労働者１人平均年次有給休暇の付与日数及び取得日数の推移

11.0 11.6 10.9 10.4 10.9 
7.0 7.1 6.7 6.9 6.6 

10.0 9.9 9.8 10.3 10.2 

14.6 14.6 14.8 14.4 14.3 

10.0 9.9 9.8 11.4 10.8 

18.5 18.5 18.6 18.4 18.2 18.0 18.6 18.1 18.3 18.2 18.4 18.6 18.5 19.0 18.9 19.6 19.6 19.7 19.6 20.1 
18.5 18.8 18.6 18.8 19.6 

0

5

10

15

20

H20 H21 H22 H23 H24 H20 H21 H22 H23 H24 H20 H21 H22 H23 H24 H20 H21 H22 H23 H24 H20 H21 H22 H23 H24

建設業鉱業，採石業，砂利採取業 製造業 電気･ガス・熱供給・水道業 情報通信業

資料出所：厚生労働省｢就労条件総合調査｣

（注） １） 「付与日数」には、繰越日数を含まない。

２） 「取得率」は、全取得日数／全付与日数×１００（％）である。

付
与
日
数

取
得
日
数

（日）

10.2 
8.4 8.7 10.3 8.7 

6.1 6.0 6.4 6.4 6.0 
8.2 8.5 9.3 9.6 9.7 

6.9 7.2 7.3 7.4 7.6 8.8 9.7 9.6 9.4 9.2 

19.3 

17.2 17.5 18.1 17.5 17.7 17.5 17.5 17.9 17.8 
19.8 19.6 19.2 19.8 19.4 

17.0 17.0 17.1 17.6 17.9 17.6 18.2 18.1 18.6 18.4 

0

5

10

15

20

H20 H21 H22 H23 H24 H20 H21 H22 H23 H24 H20 H21 H22 H23 H24 H20 H21 H22 H23 H24 H20 H21 H22 H23 H24

運輸業，郵便業 卸売業，小売業 金融業，保険業 不動産業，物品賃貸業 学術研究，専門・技術サービス業

4.5 5.0 5.2 6.1 4.9 
6.6 6.5 7.1 7.0 6.3 6.3 6.6 6.8 6.8 7.5 

5.2 6.4 6.1 7.1 6.9 7.9 8.7 9.2 8.5 8.1 

15.3 15.8 15.9 16.3 16.3 15.7 15.4 16 16.4 16.5 16.4 16.7 16.6 16.9 17.1 

14.4 14.5 14.4 15.0 14.9 
16.0 16.5 16.4 16.9 17.4 

0

5

10

15

20

H20 H21 H22 H23 H24 H20 H21 H22 H23 H24 H20 H21 H22 H23 H24 H20 H21 H22 H23 H24 H20 H21 H22 H23 H24

宿泊業，飲食サービス業 生活関連サービス業，娯楽業 教育，学習支援業 医療，福祉 サービス業（他に分類されない）

※「運輸業，郵便業」について、Ｈ２３のデータ（平成２４年調査）より平成２１年経済センサス-基礎調査による抽出替

えを行ったことから、平成１９年１０月に民営化された郵便事業（株）が新たに調査対象となった。
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（％） 
年次有給休暇の計画的付与制度がある企業の割合の推移 

年次有給休暇の計画的付与制度について 

・ 使用者は、年次有給休暇を与える時季に関して労使協定で定めたときは、年次有給休暇のうち５日を超える部分については、 
 その定めによって労働者に与えることができる。                                （労働基準法第３９条第６項） 

平成25年12月17日 
第106回労働政策審議会 
労働条件分科会配付資料 
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年次有給休暇の計画的付与制度の有無による年次有給休暇の取得率等の比較 

（％） 

年 規模 

年次有給休暇の計画的付与制度がある企業 
年次有給休暇の計画的付与 

制度がない企業 
差 

計画的付与
制度が有る
企業の割合

（％） 

１企業平均年
次有給休暇の
計画的付与日

数(日） 

平均取得日
数 ① 

平均取得
率 ② 

計画的付与
制度が無い
企業の割合

（％） 

平均取得
日数 ③ 

平均取得率  
④ 

平均取
得日数 
（①－③） 

平均取得率 
（②－④） 

平成23年 

調査産業計 15.4  4.7  10.2  52.9  84.6  8.6  47.9  1.6  5.0  

  

1,000人以上 31.8  5.9  11.3  56.7  68.2  10.7  56.3  0.6  0.4  

100～999人 18.9  4.2  8.9  48.0  81.1  8.0  44.8  0.9  3.2  

  
  

300～999人 22.7  4.2  9.1  49.9  77.3  8.5  46.1  0.6  3.8  

100～299人 17.7  4.2  8.6  45.5  82.3  7.5  43.6  1.1  1.9  

30～99人 13.6  4.9  8.5  47.6  86.4  7.0  41.3  1.5  6.3  

平成22年 

調査産業計 16.9  4.8  10.2  54.2  83.1  8.0  45.5  2.2  8.7  

  

1,000人以上 33.2  4.5  11.4  57.6  66.8  9.8  53.6  1.6  4.0  

100～999人 21.4  4.5  9.2  50.1  78.6  7.7  43.6  1.5  6.5  

  
  

300～999人 22.9  4.5  9.5  50.1  77.1  8.1  44.5  1.4  5.6  

100～299人 21.0  4.4  9.0  50.2  79.0  7.3  42.8  1.7  7.4  

30～99人 14.8  5.0  8.6  52.6  85.2  6.7  39.5  1.9  13.1  

 資料出所：厚生労働省「就労条件総合調査」 

  計画的付与制度を導入している企業は、導入していない企業よりも年次有給休暇の平均取得率が 

 5.0ポイント高くなっている。  

平成25年12月17日 
第106回労働政策審議会 
労働条件分科会配付資料 
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年次有給休暇取得に対するためらい （平成１２年と平成２４年の比較） 
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（数字：％） 
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ためらいを感じない理由（複数回答可）） 

会
社
等
か

ら
休
む
よ

う
言
わ
れ

る
 

効
率
的
に

仕
事
が
で

き
る
環
境

だ
か
ら
 

仕
事
に
影

響
を
生
じ

な
い
か
ら
 

職
場
の
雰

囲
気
で
取

得
し
や
す

い
 

そ
の
他
 

当
然
の
権

利
だ
か
ら
 

無回答・不明 

（数字：％） ためらいを感じる理由（複数回答可） （数字：％） 

昇
格
や
査

定
に
影
響

が
あ
る
 

み
ん
な
に

迷
惑
が
か

か
る
 

職
場
の
雰

囲
気
で
取
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し
づ
ら

い
 

後
で
多
忙

に
な
る
か

ら
 

上
司
が
い

い
顔
を
し

な
い
 

そ
の
他
 

（資料出所）「労働時間等の設定の改善の促進を通じた仕事と生活の調和に関する意識調査」 

あまりためらいを 
感じない 

ためらいを感じる 
全くためらいを 

感じない 
ややためらいを感じる 

平成26年2月3日 
第108回労働政策審議会 
労働条件分科会配付資料 
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年次有給休暇を取り残す理由 

34.6 

23.5 

23.8 

18.7 

19.0 

16.5 
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16.4 
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18.0 
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16.1 
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13.0 

11.0 

8.1 

11.2 
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15.4 

20.9 

25.8 

33.8 

34.5 

28.8 

33.1 

41.9 

50.5 

47.7 

2.1 

2.1 

2.4 

2.2 

2.2 

2.3 

2.3 

2.4 

2.4 

2.2 

2.2 

2.4 
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2.7 
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病気や急な用事のために残しておく 

必要があるから 

休むと職場の他の人に迷惑になるから 

仕事量が多すぎて休んでいる余裕が 

ないから 

休みの間仕事を引き継いでくれる人が 

いないから 

職場の周囲の人がとらないので年休が 

取りにくいから 

上司がいい顔しないから 

勤務評価等への影響が心配だから 

交通費や宿泊費、レジャーなどに 

お金がかかるから 

交通機関や宿泊施設、レジャー 

施設などが混雑するから 

現在の休暇日数で十分だから 

休むと仕事から取り残されるような 

気がするから 

配偶者や友人と休みの時期が 

合わないから 

休んでもすることがないから 

子どもの学校や部活動のため、 

休みの時間が合わないから 

年次有給休暇を取り残す理由【正社員調査】 

そう思う どちらかといえばそう思う どちらとも言えない 

どちらかといえばそう思わない そう思わない 無回答 

(N=2003) 

○年休を取り残す理由として「病気や急な用事のために残しておく必要があるから」が64.6％（※）で最も多く、ついで「休むと職場の
他の人に迷惑になるから」が60.2％（※）。概ね年休取得率が低くなるほど「仕事量が多すぎて休んでいる余裕がないから」、「休みの
間仕事を引き継いでくれる人がいないから」や「職場の周囲の人がとらないので年休が取りにくいから」などの割合は高くなり、概
ね年休取得率が高くなるほど「病気や急な用事のために残しておく必要があるから」を挙げる割合は高くなっている。 
 

  
付与有り

0％ 
0～25％

未満 
25～50％

未満 
50～75％

未満 
75％以

上 
計 

（全体） 

病気や急な用事のために残し
ておく必要があるから 

59.5  57.1  61.8  71.2  79.3  64.6  

休むと職場の他の人に迷惑に
なるから 

67.3  76.7  68.5  58.0  47.1  60.2  

仕事量が多すぎて休んでいる
余裕がないから 

61.9  70.9  64.5  48.1  37.6  52.7  

休みの間仕事を引き継いでくれ
る人がいないから 

52.1  62.4  56.5  44.5  34.6  46.9  

職場の周囲の人がとらないの
で年休が取りにくいから 

66.1  54.7  43.8  36.0  21.8  42.2  

上司がいい顔しないから 48.5  37.1  33.9  27.9  20.1  33.3  
勤務評価等への影響が心配だ
から 

31.2  30.5  25.9  21.6  13.8  23.9  

交通費や宿泊費、レジャーなど
にお金がかかるから 

18.3  17.7  22.3  19.8  18.4  19.7  

交通機関や宿泊施設、レ
ジャー施設などが混雑するから 

16.7  20.0  17.9  19.2  20.5  18.6  

現在の休暇日数で十分だから 22.9  18.5  18.3  18.0  14.7  17.6  
休むと仕事から取り残されるよ
うな気がするから 

19.8  23.8  20.6  13.5  13.4  17.2  

配偶者や友人と休みの時期が
合わないから 

12.5  12.4  16.0  15.3  11.7  13.2  

休んでもすることがないから 12.1  10.9  10.7  7.2  9.7  10.2  
子どもの学校や部活動のため、
休みの時間が合わないから 

7.4  9.0  13.6  9.0  10.2  9.8  

年休取得割合別年休を取り残す理由の各項目の肯定割合 

（単位＝％） 

※「肯定割合」は「年次有給休暇を取り残す理由」で各項目に対し、「そう思う」、「どちらかといえば 
  そう思う」と回答したものの割合の合計 

（労働政策研究・研修機構「年次有給休暇の取得に関する調査」（2011年）より作成） 

（※「そう思う」、「どちらかといえばそう思う」と回答したものの合計） 
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ＥＵ諸国 カナダ 
（連邦法） 

日本 
（英国） （フランス） （ドイツ） （イタリア） 

法定付与 
日数 

最長28日 
4労働週＋付加
休暇1.6労働週 

最長30日 
1か月の就業に
つき2.5日 

24日以上 
労働関係継続が
連続6か月以上 

4週間以上 
少なくとも2週間、
連続6か月以上
の勤務で少なく
とも3週間 

最長20日 
6か月で10日、2
年6か月までは1
年ごとに1日追
加、以後1年ごと
に2日追加 平日換算 20日 25日 20日 － 

付与方法 

 労働者は、取
得にあたって、
使用者に対し、
一定期間前に告
知。 
 使用者は一定
期間前の告知に
より、特定の日
の休暇取得を拒
否できる。また、
一定の日に休暇
の全部又は一
部を取得するよ
う求めることが
できる。 

 労働者が時季
指定（時季指定
権の行使）。使
用者は時季変
更権の行使が
可能。 
 5日を超える分
については、労
使協定により付
与可能（計画年
休）。 

 労働協約、団
体協定の規定
の定めによるこ
と又は慣習によ
り付与される。こ
れらがない場合
は、従業員代表
委員の意見聴
取の上で付与さ
れる。 

 使用者が労働
者の希望に配慮
した上で決定さ
れる。ただし、従
業員代表がいる
場合には、代表
と同意の上で定
める。 

 業務の必要性
及び労働者の利
益を考慮しつつ、
使用者が付与
時期を決定。 

 労使合意によ
るが、労使の合
意がない場合に
は、2週間前まで
に使用者が付与
時期を決定。 

諸外国の年次有給休暇 

※米国では、年休について法令上の規定はなく、労働契約による。 

労使合意が優先したり、労働者等の意見を聴く手続を要した
りするが、基本的には使用者により付与時期が決定される。 
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労働時間制度の概況 
      ⇒ ５割強の労働者が弾力的労働時間制度の対象 

 
 
 
 
 

             
 
 
 
 

弾力的な労
働時間制度 
 
 
※適用労働  
  者の割合 
  
  ５４．７％ 
 

 
 
 
 

通常の 
労働時間制 

一般的な働き方 １日８時間、週４０時間（法定労働時間） 

変形 
労働時間制 

交替制勤務の場合や、季節等によって業務
に繁閑の差がある場合 

【昭和22年労働基準法制定時（昭和62年・  
 平成5年一部改正・追加）】 

一定期間を平均して、法定労働時間の範囲 
内であれば、１日８時間、週４０時間を超えて 
労働させることができる。 

フレックス 
タイム制 

協定した労働時間の範囲内で、始業・終
業時刻を労働者にゆだねる場合 
【昭和62年（昭和63年４月１日施行）】 

一定期間の総労働時間を労使協定で定 
めれば、始業・終業時刻を労働者の自由 
にできる。 
 

事業場外 
みなし制 

事業場の外で労働する外回りの営業職
等 
【昭和62年（昭和63年４月１日施行）】 

所定労働時間または労使協定で定めた時間 
を労働したものとみなす。 

専門業務型 
裁量労働制 

新商品や新技術の研究開発、 
情報処理システムの設計、 
コピーライター、新聞記者   等 
【昭和62年（昭和63年４月１日施行）】 

労使協定で定めた時間を労働したものと 
みなす。 

企画業務型 
裁量労働制 

事業の運営に関する事項についての企画、 
立案、調査及び分析の業務に従事する場合 
【平成10年（平成12年４月１日施行）、平成  
 15年改正】 

労使委員会決議した時間を労働したものと 
みなす。 

※適用労働者の割合 ４５．３％ 

※適用労働者の割合 ３８．７％ 

※適用労働者の割合  ７．９％ 

※適用労働者の割合  ６．６％ 

※適用労働者の割合  １．２％ 

※適用労働者の割合  ０．３％ 

※ 「適用労働者」の割合の出所： 平成25年就労条件総合調査 
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